


鳥取社会保険事務局鳥取社会保険事務室国民年金推進員

による国民年金保険料の横領事案について

１．概要

鳥取社会保険事務局鳥取社会保険事務室国民年金推進員が、平成１９年４月

２７日から３０日にかけて、国民年金被保険者１０名から収納した国民年金保険

料計１２２，７９０円を、国庫に払い込みすることなく横領し、うち１２２，０

００円を自己の借金の返済に費消した。

７月３０日（月 、鳥取社会保険事務局長より鳥取警察署長に対し告発状を提）

出。

２．行為者

国民年金推進員（非常勤職員）

３．保険料横領の手口と発覚までの経緯

平成１９年４月２７日から３０日にかけて、戸別訪問により国民年金被保険者

１０名から収納した国民年金保険料計１２２，７９０円を、国庫に払い込みする

ことなくそのまま横領したものである。

５月１日、活動報告のため行為者が事務室に出勤する予定であったが、出勤し

なかったため、鳥取事務室職員が行為者の妻に連絡し、普段行為者が業務で使用

している鞄を事務室に持参させ、その内容物を捜索した結果、銀行の領収印が押

印されていない払込書は発見したものの現金を発見できなかった。行為者は、５

月１日以降行方不明であったが、５月７日に連絡がとれたことから、担当課長が

行為者に事情聴取した結果、横領の事実を認めたものである。

４．弁済の事実

５月２日、行為者の妻により全額が返済された。

５．本庁への報告

事案発生後、鳥取社会保険事務局から本庁に対し報告がなされ、５月２８日付

で本庁に処分協議がなされた。

６．今後の処分

鳥取社会保険事務局からの処分協議を受け、処分に向けて手続きを行っていた

ものであるが、近日中に懲戒審査委員会を開催し、速やかに処分を行う予定。
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福井社会保険事務所賃金職員による健康保険任意継続 

被保険者にかかる保険料の横領事案について 

 

１．概要 

   外部から、福井社会保険事務所で公になっていない保険料の横領事案が

あるとの情報提供があり、調査したところ、平成１３年度において健康保

険任意継続被保険者にかかる保険料（以下、「任継保険料」という。）の横

領事案が発生していたことが判明した。 

   当該事案については、本庁に報告されず、処分も公表も行われていなか

った。 

 

２．横領した保険料 

   平成１３年９月納付の前納任継保険料５名分 

    （３名については６ヶ月分、２名については５ヶ月分） 

   金額合計７６８，１１１円 

 

３．行為者 

   賃金職員（退職済み） 

 

４．保険料横領の手口と発覚までの経緯 

   平成１３年９月に窓口に納付に訪れた被保険者５名分の前納任継保険料

計７６８，１１１円について、納付者に領収証を渡し、領収した現金につ

いては、職員への受け渡しをせずそのまま横領したものである。 

   任継被保険者については、保険料を滞納した時点で、被保険者資格を喪

失し本人に通知されるため、行為者は、発覚を防ぐために、５名の被保険

者について、その後、被保険者名義で毎月の保険料を納付していた。しか

しながら、平成１４年１月分保険料が納付できなかったため、同年１月１

５日頃、５名の者を含む「任継資格喪失通知書」が出されることとなった。

これを受けて、行為者は、親戚の者であり、保険料も預かっているので資

格喪失にしないで欲しいと申し出た。しかしながら、通常ありえないケー

スであり、行為者に対して事情聴取したところ、任継保険料を横領してい

たことを認めた。 

 

５．弁済の事実 

   未納付であった５名の１月分から３月分までの任継保険料については、

行為者が弁済した。 



 

６．本庁への報告 

   平成１４年１月の横領発覚時においては、 

    ・行為者が全額返還することについて了承していること 

    ・被保険者に対して、迷惑がかかっていないこと 

    ・行為者から辞職願が提出されていること 

  等から、福井社会保険事務所長の判断で本庁への報告及び公表を差控えた。 

 

７．今後の処分 

   行為者については、すでに退職していることから、処分はできない。 

   当時の監督者の立場にあった職員に対しては、事情聴取等を行った上、  

厳正な処分を行う予定である。 

 


